
��
��������

面積払い（営農継続支払い）

　対象作物ごとの生産数量目標に従って生産を行った販売農家・集落営農に対して、全国一律単価
で交付します。
　前年産の生産面積を有する者には、面積払い（営農継続支払い）を交付し、販売数量が明らかに
なった段階で数量払いの額を確定し、面積払いの金額を差し引いた額を追加で支払います。
　また、面積払いを受け取らない方には、数量払いで全額を支払います。

※当面は、前年産の生産面積に基づき交付

※交付単価は、品質に応じて増減あり

畑作物の所得補償交付金

加算措置等

問い合わせ

数量払い

中国四国農政局　高知農政事務所　食糧部計画課 参 875‐2153
　高知市本町４－３－41　高知地方合同庁舎
　
産業経済課 参  8 9 3‐11 1 5
吾北総合支所　産業課 参  8 6 7‐23 1 3
本川総合支所　産業建設課 参  8 6 9‐21 1 5
コスモス農業協同組合　伊野支所営農経済課 参  8 9 2‐16 7 5
　　　　　　　　　　　吾北支所営農経済課 参  8 6 7‐22 1 1

対象作物 交付単価

2.0万円／10a

地域振興作物 交付単価

交付単価その他作物

対象作物対象作物 平均交付単価平均交付単価
小麦【水田・畑地】 6,360円／60kg
二条大麦【水田・畑地】 5,330円／50kg

5,510円／50kg
7,620円／50kg

六条大麦【水田・畑地】

はだか麦【水田・畑地】

対象作物対象作物 平均交付単価平均交付単価
大豆【水田・畑地】 11,310円／60kg
そば【水田・畑地】 15,200円／45kg

　8,470円／60kgなたね【水田・畑地】

　規模の大小にかかわらず、農地利用集
積円滑化事業により、面的集積（連坦化）
した場合、利用権設定した面積に2万円
／ 10aを交付

規模拡大加算

　集落営農が法人化した場合に、法人化
に要する事務経費として、40万円を定額
で交付

集落営農の法人化支援

　畑の耕作放棄地を解消し、麦、大豆、そ
ば、なたねを作付けた場合に一定額（2～
3万円／ 10a）を最長5年間交付

再生利用加算

　畑作物について数量払いの交付単価
を品質に応じて増減

品質加算


